
令和７年度事業のあらまし
～福島県地球温暖化防止活動推進員のみなさまと一緒に、

カーボンニュートラルな社会実現に向けて一歩一歩前に進めていきます・・・～

会場：福島県環境創造センター交流棟コミュタン福島
日付：２０２５年４月２５月（金）

福島県地球温暖化防止活動推進センター
事務局長 鈴木和隆

令和７年度福島県地球温暖化防止活動推進員事業説明会
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本日のお話

■前半：主に、県からの委託事業
・温暖化防止活動（緩和と適応）と脱炭素経営に関する情報提供、啓発活動と窓口の開設

・福島県地球温暖化防止活動推進員の養成研修会、スキルアップ研修会の開催
・省エネ診断士、うちエコ診断士、ＣＯＯＬサポーターなどの養成など
・環境イベントの企画とプロデュース（県内３か所：会津若松市、いわき市、郡山市）
・（新規）ふくしま企業脱炭素化支援体制（コンソーシアム）構築事業に係わること

～福島県、金融機関、経済団体との連携と協働～

■後半：主に、福島県センターとしての独自事業
・推進員向け活動資金調達セミナー（仮称）の開催
・「推進員活動の手引き［Ｗｅｂ版］」（仮称）の制作（未確定）
・福島県省エネ診断士協会、福島県うちエコ診断士協会の運営
・（新規）「地域マネージャー」（オーストリアの制度）に係わる勉強会（研究会）

・全国の地域センター（現在５９か所）と連携した活動
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前半：県からの委託事業
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温暖化防止活動（緩和と適応）と脱炭素経営に関する情報提供、啓発活動と窓口の開設

・福島県センター事務所内に、相談窓口の開設
相談できることは、
（推進員の皆さん）推進員活動に関すること
（県民の皆さん）地球温暖化に関する情報提供やうちエコ診断の申し込み
（事業者）脱炭素経営の相談や省エネ診断の申し込み

・場所 〒９６３－８８３５ 福島県郡山市小原田２－１９－１９
・日時 月～金、９時～１８時（土日、祝祭日はお休みです）

福島県地球温暖化防止活動推進員の養成研修会

・１２月５日（金）郡山市内、時間帯は１３時３０分から１６時３０分までを予定。
３部構成（１部：基調講演、２部：推進員制度の紹介と推進員活動の事例発表、

３部：意見交換、名刺交換など）
・基調講演などを録画し、１２－１月にかけて数回、補講の講座を開催する予定
・委嘱申請に関するサポートを実施
・まだ推進員が一人もいない町村（２９）からの養成研修会への参加を強く働き掛ける予定



前半：県からの委託事業
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福島県地球温暖化防止活動推進員のスキルアップ研修会

・ＣＯＯＬサポーター養成研修会
会場：郡山女子大学
内容：座学研修（７月１２日）、実践研修（９月２０日）、フィールドワーク（９－１１月ころ）
・スキルアップ研修会（オンライン）
テーマについては、推進員の皆さんに、５月ころ聞き取り調査を実施
・うちエコ診断士養成研修会（オンライン）
土曜日の午前中に、２回シリーズで開催。うちエコ診断士検定試験向け受験対策研修です。

“ふくしま”ゼロカーボンＤＡＹ！２０２５と福島県地域脱炭素推進コンソーシアム

・環境イベント（ “ふくしま”ゼロカーボンＤＡＹ！２０２５ ）の企画とプロデュース
県内３か所：会津若松市（９月ころ）、いわき市（１０月ころ）、郡山市（１１月８日）
推進員、関係する環境系団体の参加

・（新規）ふくしま企業脱炭素化支援体制（コンソーシアム）構築事業に係わること
～福島県、金融機関、経済団体との連携と協働～

省エネ診断プランの充実（プラン－１、プラン－２、プラン－３）
グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）に係る事業者向けサービスの提供



後半：福島県センターとしての独自事業
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うちエコ診断相談会、省エネ診断士養成研修会
～推進員のみなさんのスキルアップとライセンス（資格）取得をサポートします。～

・うちエコ診断相談会
市町村役場のロビーを借りて、うちエコ診断相談会を開催します。
スキルアップ研修会でうちエコ診断士になった推進員の活躍の場になります。
※福島県うちエコ診断士協会に所属していただきます。

・省エネ診断士養成研修会
福島県省エネ診断士協会主催で、行います。
講師は、技術士やエネルギー管理士が務めます。

福島県センターとしての独自事業

・推進員向け活動資金調達セミナー（仮称）の開催
・「推進員活動の手引き［Ｗｅｂ版］」（仮称）の制作（未確定）
・福島県省エネ診断士協会、福島県うちエコ診断士協会の運営
・「モデル地域マネージャー（ＭＲＭ）」（オーストリアの制度）に係わる勉強会（研究会）の開催
・こおりやま広域圏地球温暖化防止活動推進センターと連携（温対法第３８条３連絡調整）した
 猪苗代湖のラムサール条約登録に係る活動（①保全・再生、啓発、②交流・学習（ＣＥＰＡ）、
③ワイズユース（賢明な利用））



まとめ ～ ～推進員のみなさまと、楽しく一歩一歩を～ ～
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福島県地球温暖化防止活動推進員のみなさまと一緒に、
カーボンニュートラルな社会実現に向けて一歩一歩前に進めていきます・・・～

推進員活動に関する、「よろず相談」を受け付けております。
こんな資料がないか、講師を引き受けることになった、資料作成を手伝ってほしい、
あるいは講師を派遣してほしい
困りごと、ご提案や意見、希望などを、お気軽にお寄せください。

福島県センターに、ぜひ来所してください。  を、一緒させてください。

福島県センターは令和７年度、次のことを努力します！！

推進員のみなさんへの情報提供の充実（ＢＣＣで提供。内容と回数）
福島県センター活動のＤＸ（デジタルの活用）
全国の地域センター（５９）と連携した事業の立案
コンサルティング力（行動変容の促進、緩和と適応、省エネルギーなどの分野）の向上

「あらゆる人が安心して豊かに過ごすことができる暮らしをつくる」（福島創生総合戦略（令和７
年度～令和１２年度）基本目標２）活動の推進
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